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令和３年１月 
 
 

 

 

 

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟 
会 長  白 澤 政 和 

 
厚生労働省 令和２年度社会福祉推進事業 

「新たな社会福祉士養成カリキュラムにおける教員研修のあり方に関する調査研究事業」 

にかかる調査への協力について（ご依頼） 

謹啓 
 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
このたび、日本ソーシャルワーク教育学校連盟では、厚生労働省社会福祉推進事業の補助金を

受け、『新たな社会福祉士養成カリキュラムにおける教員研修のあり方に関する調査研究事業』

に取り組んでおります。 
一昨年６月に社会福祉士及び精神保健福祉士養成カリキュラムの見直しが行われ、両資格とも

に令和３年度より新たなカリキュラムによる養成が実施されます。 
本事業では、地域において住民のニーズに適切に対応し、支援を行うことができる社会福祉士・

精神保健福祉士を養成するため、新たなカリキュラムによる教育方法等について調査研究を実施

するもので、全国の自治体を対象に、市区町村「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構

築事業」に関する調査を実施することといたしました。 

つきましては、調査の趣旨をご理解いただき、本調査票に記入の上 令和３年１月３１日（日）

まで（消印有効） に同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願い申し上げます。 

なお、調査票への記入は、地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業 ご担当者様

に回答をお願い申し上げます。 

ご多忙のところ恐縮に存じますが、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

謹白 
■ 本調査における倫理的配慮と個人情報に関する取り扱い 

本調査で収集したすべての情報は、本連盟が厳重に管理を行い、本調査事業のデータとしてのみ使用します。

調査の報告書等結果の公表において都道府県・市区町村・個人名を特定することは一切ありません。また、利用

目的を超えた使用はいたしません。 
本調査への協力は任意であり、対象者の自由な意思が尊重されます。本調査の趣旨をご一読いただき、同意が

得られる場合のみご返送くださいますようお願い申し上げます。本調査票の返送をもって調査協力への同意を

いただいたものといたします。なお、同意されない場合には提出の必要はなく、いかなる不利益を受けることが

ないことを保障いたします。 
 

■ 本事業の協力団体 （順不同） 

全国社会福祉法人経営者協議会・全国社会福祉協議会 
日本社会福祉士会・日本医療社会福祉協会・日本精神保健福祉士協会 
 

■ 本調査の内容・倫理・配布・回収に関するお問い合わせ先 

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟 事務局（担当：早坂） 

〒108-0075 東京都港区港南4-7-8 都漁連水産会館５階 

TEL：03-5495-7242 FAX：03-5495-7219 E-mail：jimukyoku@jaswe.jp 
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ご担当者様 
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『新たな社会福祉士養成カリキュラムにおける研修のあり方に関する調査研究事業』 
厚生労働省令和２年度 社会福祉推進事業 

市区町村「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業」に関する調査 

 

2020年1月 

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟 

 

調査票番号 M-473812 

 

《 調査へのご協力のお願い 》 

 地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業 ご担当者様へ 

 

 この調査は、市区町村の「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業」についての実態

をお伺いし、今後の福祉・介護人材確保を進めていく上で参考となるデータを収集することを目的と

しております。 

 つきましては、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、何卒、よろしくご協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

 なお、この調査は、厚生労働省令和２年度社会福祉推進費補助金により実施するものです。 

 

                     令和３年１月 

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟 

 会 長  白澤 政和 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

《 ご記入にあたって 》 

◎ 回答のご記入は、地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業担当者様にお願いいたします。 

◎ 回答は、該当する番号に○をつけて下さい。なお、一部必要事項を数字、言葉でご記入していただく

場合がありますが、その場合には、所定の位置に記入して下さい。 

◎ 回答を記入する際には、黒色または青色の筆記具ではっきりとお書き下さい。 

◎ ご回答いただきました調査票は、2020年１月31日（日）までに同封の返信用封筒にて切手を貼らずに郵

便ポストへ投函して下さい。 

◎ 調査票について、ご不明の点がございましたら下記までお問い合せください。 

◎ 回答について、わからない場合は、関係部局等に問合わせの上ご回答ください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

〈お問い合わせ先〉 

日本ソーシャルワーク教育学校連盟 事務局 

〒108-0075 東京都港区港南4-7-8 都漁連水産会館５階 

TEL：03-5495-7242 FAX：03-5495-7219 E-mail：2020suishin @jaswe.jp 

担当：小森(こもり)、杉本 (すぎもと)、早坂（はやさか） 
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←番号は記入不要です 
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Ⅰ 貴自治体のことについてお聞きします。 

問１．あなたの自治体は何都道府県にありますか。あてはまるものに○をつけてください。 

１ 北海道 

２ 青森県 

３ 岩手県 

４ 宮城県 

５ 秋田県 

６ 山形県 

７ 福島県 

８ 茨城県 

９ 栃木県 

10 群馬県 

11 埼玉県 

12 千葉県 

13 東京都 

14 神奈川県 

15 新潟県 

16 富山県 

17 石川県 

18 福井県 

19 山梨県 

20 長野県 

21 岐阜県 

22 静岡県 

23 愛知県 

24 三重県 

25 滋賀県 

26 京都府 

27 大阪府 

28 兵庫県 

29 奈良県 

30 和歌山県 

31 鳥取県 

32 島根県 

33 岡山県 

34 広島県 

35 山口県 

36 徳島県 

37 香川県 

38 愛媛県 

39 高知県 

40 福岡県 

41 佐賀県 

42 長崎県 

43 熊本県 

44 大分県 

45 宮崎県 

46 鹿児島県 

47 沖縄県 

 

 

問２．あなたの自治体の種別について、あてはまるものに○をつけてください。 

 １ 政令市  ２ 中核市  ３ 政令市及び中核市以外の市  ４ 区  ５ 町  ６ 村 

 

問３．あなたの自治体の人口についてご記入ください。 

令和２年８月末現在：                      人 

 

問４．あなたの自治体の令和２年4月1日現在の全職員数及び民生部門の職員数ついて、総務省の地方公

共団体定員管理調査の数字をご記入ください。 

全職員数             人 民生部門職員              人 

 

問５．あなたの自治体の、「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業（以下、モデル事業）」

の２つの事業（地域力強化推進事業と多機関の協働による包括的支援体制構築事業）の実施状況をお

答え下さい（実施している箇所に○印をご記入ください） 

 

 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 

地域力強化推進事業 
     

多機関の協働による包括

的支援体制構築事業 
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Ⅱ あなたの自治体の、今年度（2020年度）のモデル事業の委託の状況をお答え下さい。 

問６−１．地域力強化推進事業の実施についてお答え下さい。 

 

 

 副問 委託先で該当するものに○印をつけて下さい（複数の場合はすべて）。 

  

 

 

問６−２ 多機関の協働による包括的支援体制構築事業の実施についてお答え下さい。 

 

 

 副問 委託先で該当するものに○印をつけて下さい（複数の場合はすべて）。 

 

 

 

Ⅲ 今年度（2020年度）モデル事業の地域力強化推進事業についてお聞きします。 

今年度地域力強化推進事業を実施していない場合は、問９にお進み下さい。 

問７．地域力強化推進事業における「地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援」において、支援の対象とな

っている者には、どのような者を想定されていますか。下記の当てはまるものすべてに○印をつけて下さい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

問８．地域力強化推進事業における「地域住民の相談を包括的に受け止める場の整備」において、「相談を受け

止める人」としては、どのような者を想定されていますか。下記の当てはまるものすべてに○印をつけて下さ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 委託していない（自治体直営で実施している）     ２ 委託している → 副問へ 

１ 社会福祉協議会  ２ 社会福祉法人（社会福祉協議会以外）  

３ 医療法人     ４ NPO法人              ５その他 

１ 委託していない（自治体直営で実施している）     ２ 委託している → 副問へ 

１ 社会福祉協議会  ２ 社会福祉法人（社会福祉協議会以外）  

３ 医療法人     ４ NPO法人              ５その他 

１ 相談支援包括化推進員  ２ 社会福祉協議会の職員  ３ 生活支援コーディネーター 

４ 民生・児童委員  ５ ボランティアコーディネーター ６ コミュニティソーシャルワーカー  

７ 地域住民  ８ その他 

１ 相談支援包括化推進員  ２ 社会福祉士  ３ 精神保健福祉士  ４ 介護支援専門員  

５ 相談支援専門員     ６ 介護福祉士  ７ 看護師      ８ 保健師 

９ その他 
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Ⅳ 今年度(2020年度)モデル事業の多機関の協働による包括的支援体制構築事業についてお聞き

します。今年度多機関の協働による包括的支援体制構築事業を実施していない場合は、問14にお進

み下さい。 

問９．相談支援包括化推進員の配置形態とそれぞれの配置人数をお答え下さい。 

 

 

 

  

 

問 10．相談支援包括化推進員の配雇用形態とそれぞれの配置人数をお答え下さい。 

 

  

 

 

 

問 11．相談支援包括化推進員を配置している機関をお答え下さい。下記の当てはまるものすべてに○印をつけ

て下さい。 

 

  

 

 

 

問 12．相談支援包括化推進員が保有している資格をお答え下さい。下記の当てはまるものすべてに○印をつけ

て下さい。 

 

  

 

 

問 13．今年度（２０２０年度）のモデル事業の実施において、社会福祉士あるいは精神保健福祉士の資格保有者

を積極的に活用されていますか。下記の当てはまるものに○印をつけた上で、副問にてその理由をお聞か

せください。 

 

  

   副問 ご回答の理由をお聞かせください。 

   

 

 

 

専任・専従             人（配置していない場合は0を記入して下さい） 

兼任                人（配置していない場合は0を記入して下さい） 

 

常勤正規職員             人（配置していない場合は0を記入して下さい） 

常勤臨時職員             人（配置していない場合は0を記入して下さい） 

非常勤・嘱託職員             人（配置していない場合は0を記入して下さい） 

 

１ 自治体内の相談窓口（福祉課、保健課など）  ２ 社会福祉協議会内の相談窓口 

３ 地域包括支援センター  ４ 生活困窮者自立支援制度の自立相談窓口  

５ 地区センター（公民館） ６ その他 

１ 相談支援包括化推進員  ２ 社会福祉士  ３ 精神保健福祉士  ４ 介護支援専門員  

５ 相談支援専門員     ６ 介護福祉士  ７ 看護師   ８ 保健師  ９ その他 

１ 積極的に活用している  ２ まあ活用している  ３ とくに活用していない 
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問 14．次年度（２０２１年度）から実施される予定の「重層的支援体制整備事業」の実施の意向をお答え下さい。 

 

  

 

問 15．仮に、次年度（２０２１年度）以降に「重層的支援体制整備事業」を実施することになった場合、どのような形

態で実施する意向をお持ちですか。下記の当てはまるものに○印をつけて下さい。 

 

 

 

 

 

 
 

 

問 16．仮に、次年度（２０２１年度）以降に「重層的支援体制整備事業」を実施することになった場合、当該事業を

実施するためにソーシャルワーカー（社会福祉士あるいは精神保健福祉士）を採用する意向をお持ちです

か。下記の当てはまるものをいくつでも○印をつけて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ⅴ 令和２年６月４日付け参議院厚生労働委員会の地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を 

改正する法律案に対する附帯決議において、次のように決議されました。 
  

  

 

 

 

 

問 17．この附帯決議についてご存知でしたか。 

 

 
 

１ 実施する予定である  ２ 実施の予定はない  ３ 現時点ではどちらともいえない 

１ 自治体直営で実施する予定（委託は行わない） 

２ 委託して実施する予定 

 → 委託先として予定しているもので、該当するものに○印をつけて下さい。（いくつでも） 

  １ 社会福祉協議会  ２ 社会福祉法人（社会福祉協議会以外）  ３ 医療法人 

４ NPO法人      ５ その他 

 １ 自治体所属のソーシャルワーカーを配置転換して採用する 

 ２ 自治体所属の社会福祉主事を配置転換して採用する  

 ３ 新規の正職員（臨時雇用正職員含む）のソーシャルワーカーを採用する 

 ４ 新規の非常勤職員（嘱託職員含む）のソーシャルワーカーを採用する 

 ５ 特にソーシャルワーカーの採用は考えていない 

「重層的支援体制整備事業について、同事業が介護、障害、子ども及び生活困窮の相談支援等に加え、

伴走支援、多機関協働、アウトリーチ支援等の新たな機能を担うことを踏まえ、同事業がより多くの市

町村において円滑に実施されるよう、裁量的経費を含めて必要な予算を安定的に確保するとともに、既

存の各種事業の継続的な相談支援の実施に十分留意し、その実施体制や専門性の確保・向上に向けた施

策を含め、市町村への一層の支援を行うこと。また、同事業を実施するに当たっては、社会福祉士や精

神保健福祉士が活用されるよう努めること」 

１ 承知していた    ２ はじめて知った 
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問 18．上記の附帯決議における社会福祉主事及び精神保健福祉士の活用について、あなたご自身の意見で結

構ですので、下記の当てはまるものに○印をつけた上で、副問にてその理由をお聞かせください。 

 
 

 

  

 

  副問 ご回答の理由をお聞かせください。 

 

１ 大いに活用すべきだと思う        ２ できれば活用すべきだと思う  

３ 活用すべきだとはあまり思わない     ４ 活用すべきだとはまったく思わない  

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 

 

資料編－270



令和３年１月

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟

会 長  白 澤 政 和

厚生労働省 令和２年度社会福祉推進事業 

「新たな社会福祉士養成カリキュラムにおける教員研修のあり方に関する調査研究事業」 

にかかる調査への協力について（ご依頼） 
謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

このたび、日本ソーシャルワーク教育学校連盟では、厚生労働省社会福祉推進事業の補助金を受け、『新

たな社会福祉士養成カリキュラムにおける教員研修のあり方に関する調査研究事業』に取り組んでおります。 
一昨年６月に社会福祉士及び精神保健福祉士養成カリキュラムの見直しが行われ、両資格ともに令和３年

度より新たなカリキュラムによる養成が実施されます。

本事業では、地域において住民のニーズに適切に対応し、支援を行うことができる社会福祉士・精神保健

福祉士を養成するため、新たなカリキュラムによる教育方法等について調査研究を実施するもので、全国の

自治体を対象に、市区町村における「まち・ひと・しごと創生（地方創生）」及び社会福祉法改正による「重

層的支援体制整備」における福祉専門職の活用等に関する調査を実施することといたしました。 

つきましては、調査の趣旨をご理解いただき、本調査票に記入の上 令和３年１月３１日（日）まで（消

印有効） に同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願い申し上げます。 

なお、調査票への記入は、首長様もしくは首長様のご意向を確認できる方に回答をお願い申し上げます。 

ご多忙のところ恐縮に存じますが、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

謹白 

■ 本調査における倫理的配慮と個人情報に関する取り扱い

本調査で収集したすべての情報は、本連盟が厳重に管理を行い、本調査事業のデータとしてのみ使用します。

調査の報告書等結果の公表において都道府県・市区町村・個人名を特定することは一切ありません。また、利用

目的を超えた使用はいたしません。

本調査への協力は任意であり、対象者の自由な意思が尊重されます。本調査の趣旨をご一読いただき、同意が

得られる場合のみご返送くださいますようお願い申し上げます。本調査票の返送をもって調査協力への同意をい

ただいたものといたします。なお、同意されない場合には提出の必要はなく、いかなる不利益を受けることがな

いことを保障いたします。

■ 本事業の協力団体 （順不同）

全国社会福祉法人経営者協議会・全国社会福祉協議会

日本社会福祉士会・日本医療社会福祉協会・日本精神保健福祉士協会

■ 本調査の内容・倫理・配布・回収に関するお問い合わせ先

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟 事務局（担当：早坂） 

〒108-0075 東京都港区港南4-7-8 都漁連水産会館5階 

TEL：03-5495-7242 FAX：03-5495-7219 E-mail：jimukyoku@jaswe.jp 

キ
リ
ト
リ
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市区町村における「まち・ひと・しごと創生（地方創生）」及び 

社会福祉法改正による「重層的支援体制整備」における 

福祉専門職の活用等に関する調査 

令和３年１月 

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟 

調査票番号 G-012106

《 調査へのご協力のお願い 》 

市区町村長  各位 

この調査は、市区町村の首長様を対象に、各市区町村における地方創生に向けた取り組み・

考え方と、地域共生社会の実現に向けた福祉専門職（社会福祉士・精神保健福祉士）の活用等

についてお伺いし、今後の福祉・介護人材確保を進めていく上で参考となるデータを収集する

ことを目的として実施するものです。 

つきましては、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、何卒、よろしくご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 なお、この調査は、「厚生労働省令和２年度社会福祉推進事業補助金」により実施するもの

です。 

令和３年１月 

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟 

会 長  白 澤  政 和 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

《 ご記入にあたって 》 

◎ 回答のご記入は、首長様もしくは首長様のご意向を確認できる方にお願いいたします。

◎ 回答は、該当する番号に○をつけて下さい。なお、一部必要事項を数字、言葉でご記入して

いただく場合がありますが、その場合には、所定の位置に記入して下さい。

◎ 回答を記入する際には、黒色または青色の筆記具ではっきりとお書き下さい。

◎ ご回答いただきました調査票は、令和３年１月３１日（日）までに同封の返信用封筒にて切

手を貼らずに郵便ポストへ投函して下さい。

◎ 調査票について、ご不明の点がございましたら下記までお問い合せください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

〈お問い合わせ先〉 

一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 
TEL：03-5495-7242 FAX：03-5495-7219 

Eメール：2020suishin@jaswe.jp 
担当：小森(こもり)、杉本(すぎもと)、早坂（はやさか） 

←番号は記入不要です
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Ⅰ．基本属性 
 
問１．あなたの市区町村はどの都道府県にありますか。あてはまるものに○をつけてください。 

１ 北海道 

２ 青森県 

３ 岩手県 

４ 宮城県 

５ 秋田県 

６ 山形県 

７ 福島県 

８ 茨城県 

９ 栃木県 

10 群馬県 

11 埼玉県 

12 千葉県 

13 東京都 

14 神奈川県 

15 新潟県 

16 富山県 

17 石川県 

18 福井県 

19 山梨県 

20 長野県 

21 岐阜県 

22 静岡県 

23 愛知県 

24 三重県 

25 滋賀県 

26 京都府 

27 大阪府 

28 兵庫県 

29 奈良県 

30 和歌山県 

31 鳥取県 

32 島根県 

33 岡山県 

34 広島県 

35 山口県 

36 徳島県 

37 香川県 

38 愛媛県 

39 高知県 

40 福岡県 

41 佐賀県 

42 長崎県 

43 熊本県 

44 大分県 

45 宮崎県 

46 鹿児島県 

47 沖縄県 

 

 
問２．あなたの市区町村の種別について、あてはまるものに○をつけてください。 

 １．都道府県  ２．政令市  ３．中核市  ４．政令市及び中核市以外の市  ５．特別区  ６．町  ７．村 

 
問３．あなたの市区町村名をご記入ください。 

区 市 

町 村 

 
問４．令和２年１１月末現在の、あなたの市区町村の人口、そのうち高齢者（65歳以上）人口及び高齢化率につい

てご記入ください。 

問４－１：総人口 

人 

問４－２：うち65歳以上人口 

人 

問４－３：高齢化率 

％ 

 
問５．あなたの市区町村の人口動態について、ここ５年間であてはまるものに○をつけてください。 

 

か
な
り
減
少

し
て
い
る 

少
し
減
少
し

て
い
る 

変
わ
ら
な
い 

少
し
増
加
し

て
い
る 

か
な
り
増
加

し
て
い
る 

１．総人口について １ ２ ３ ４ ５ 

２．若年層（15～34歳）人口について １ ２ ３ ４ ５ 

 
問６．あなたの市区町村の 2020 年４月１日現在の職員数及び社会福祉士・精神保健福祉士有資格者数をご記入く

ださい。 

区分 
うち社会福祉士 

有資格者 

うち精神保健福

祉士有資格者 

総務・企画・財政 人 人 人 

産業振興 人 人 人 

民政・教育 人 人 人 

全職員数（合計） 人 人 人 
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問７．あなたのお名前と役職をご記入ください。 

お名前 役職 

 

 

Ⅱ．「まち・ひと・しごと創生」（地方創生）について 
 
問８．あなたの市区町村は「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（地方創生）第 2 期の基本目標についてどのよう

にお考えですか。重要度を５段階で表したとき、あてはまる箇所に○をつけてください。また、各項目につ

いて、ソーシャルワーク専門職である社会福祉士・精神保健福祉士への期待について、あてはまる箇所に○

をつけてください。 

内容 
※各項目については、別添の参考資料をご参照ください。 

 

あなたの自治体に

おける重要度 

低い      高い 

社会福祉士・精神保健福

祉士への期待 

か
な
り
期

待
す
る 

ま
あ
期
待 

す
る 

あ
ま
り
期

待 

し
な
い 

全
く
期
待 

し
な
い 

1-1：地域資源・産業を生かした地域の競争力強化 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

1-2：専門人材の確保・育成 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

1-3：働きやすい魅力的な就業環境と担い手の確保 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

2-1：地方移住の推進 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

2-2：若者の修学・就業による地方への定着推進 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

2-3：関係人口の創出・拡大 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

2-4：地方への資金の流れの創出・拡大 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

3-1：結婚・出産・子育ての支援 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

3-2：仕事と子育ての両立 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

3-3：地域の実情に応じた取組（地域アプローチ）の推進 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

4-1：質の高い暮らしのための街の機能の充実 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

4-2：地域資源を活かした個性あふれる地域の形成 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

4-3：安心して暮らすことができるまちづくり １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

5-1：一人ひとりが魅力づくりの担い手となる地方創生 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

5-2：地方公共団体等における多様な人材の確保 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

5-3：地域コミュニティの維持・強化 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

5-4：誰もが居場所と役割を持つ地域社会の実現 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

5-5：地域における多文化共生の推進 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

6-1：地域における情報通信基盤等の環境整備 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

6-2：未来技術の活用による地域課題の解決、地域の魅力向上 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

6-3：地方創生SDGsの実現などの持続可能なまちづくり １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 
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問９．あなたの市区町村では、地方創生を進めていく上で、住民の生活を支えるために福祉の充実が必要だと思い

ますか。あてはまるものに○をつけてください。 

１．とても必要   ２．まあ必要  ３．あまり必要でない  ４．まったく必要でない 

 

問10．あなたの市区町村の状況について、あてはまるものに○をつけてください。 

 

か
な
り
該
当 

ま
あ
該
当 

あ
ま
り
該
当

し
な
い 

ま
っ
た
く
該

当
し
な
い 

１．福祉サービスを提供する事業所（社会福祉法人等）が不足している １ ２ ３ ４ 

２．介護や保育等福祉の人材が不足している １ ２ ３ ４ 

３．地域のコミュニティづくり等地域福祉を担う人材（専門職）が不足している １ ２ ３ ４ 

４．市区町村職員の採用に、新卒者の応募が少ない １ ２ ３ ４ 

５．地域づくりや地域おこしなどの企画力のある市区町村職員が不足している １ ２ ３ ４ 

６．福祉に関する計画を作成する職員が不足している １ ２ ３ ４ 

 
問11．令和２年６月、地域共生社会の実現に向けて社会福祉法が改正され、社会福祉士・精神保健福祉士の活用が

努力義務化されました。あなたの市区町村では、社会福祉士・精神保健福祉士の資格を有する者を採用した

いと思いますか。あてはまるものに○をつけてください。 

１．ぜひ採用したい  ２．まあ採用したい  ３．あまり採用したくない  ４．まったく採用したくない 

 
問12．社会福祉士と精神保健福祉士は、全国約300校の福祉系大学等で養成されていますが、あなたの市区町村の

福祉施策・福祉計画やまちづくりを企画する上で、あなたの市区町村近くの大学等との連携や協力を希望し

ますか。あてはまるものに○をつけてください。 

１．希望する   ２．まあ希望する   ３．あまり希望しない   ４．まったく希望しない 

 
   【副問】問12で「１．希望する」及び「２．まあ希望する」と回答した方にお伺いします。あなたの市区

町村は、具体的にどのようなことで福祉系大学等との連携や協力を希望しますか。あてはまるもの

に○をつけてください。 

 
か
な
り
希

望
す
る 

ま
あ
希
望

す
る 

あ
ま
り
希

望
し
な
い 

ま
っ
た
く

希
望
し
な

 

１．福祉系大学等と包括連携協定を締結する １ ２ ３ ４ 

２．社会福祉士や精神保健福祉士を目指す学生を自治体のインターンシップ

として受入れる 
１ ２ ３ ４ 

３．社会福祉士・精神保健福祉士養成に係る実習生を受入れる １ ２ ３ ４ 

４．社会福祉士・精神保健福祉士養成に係る実習先を自治体で斡旋する     

５．社会福祉士や精神保健福祉士を目指す学生が、あなたの市区町村の地域

住民との交流や、まちづくりの企画に参加する 
１ ２ ３ ４ 

６．空き家等を活用した社会福祉士や精神保健福祉士の地域滞在実習を実施

する 
１ ２ ３ ４ 
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か
な
り
希

望
す
る 

ま
あ
希
望

す
る 

あ
ま
り
希

望
し
な
い 

ま
っ
た
く

希
望
し
な

 

７．出身地である自治体に戻って就職することを条件に、大学等への就学に

係る奨学金を支給する 
１ ２ ３ ４ 

８．都市部の卒業生に、出身地ではない自治体への移住を支援する １ ２ ３ ４ 

９．その他 ※自由記述 

 

問13．令和元年度に、本連盟が社会福祉士・精神保健福祉士を養成する大学等の卒業年次生7,000人に調査したと

ころ、社会福祉士・精神保健福祉士の実習（福祉施設・機関や地域での実習）での経験が就職先・場所の選定

へ影響を及ぼしていることがわかりました。あなたの市区町村として、社会福祉士と精神保健福祉士の実習

に協力したいですか。 

１．ぜひ協力したい  ２．まあ協力したい   ３．あまり協力したくない   ４．まったく協力したくない 

 

 

Ⅲ．あなたの市区町村における社会福祉士・精神保健福祉士への期待について 
 

問14．来年度（令和３年度）から始まる『重層的支援体制整備事業』について、あなたの市区町村において、下記

のような複合化・複雑化した問題への対応の必要性と社会福祉士・精神保健福祉士への期待はどの程度あり

ますか？それぞれの項目について、あてはまるものに〇をつけてください。（それぞれ〇は１つずつ） 

※別添資料をご参照ください https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000564530.pdf 

 

必要性 期待 

と
て
も
必
要
だ

と
思
う 

あ
る
程
度
必
要

だ
と
思
う 

あ
ま
り
必
要
だ

と
思
わ
な
い 

ま
っ
た
く
必
要

だ
と
思
わ
な
い 

と
て
も
期
待
し

て
い
る 

あ
る
程
度
期
待

し
て
い
る 

あ
ま
り
期
待
し

て
い
な
い 

ま
っ
た
く
期
待

し
て
い
な
い 

１．8050 世帯など、相談者本人が属する世帯の中に、課

題を抱える者が複数人存在する世帯 
１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

２．介護と育児のダブルケアなど、相談者本人が複数の課

題を抱えている世帯 
１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

３．いわゆる『ゴミ屋敷』など、世帯全体が地域から孤立

している状態の状況 
１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

４．引きこもりなど、支援のニーズの表明ができない人に

支援を届ける状況 
１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

５．既存の事業・制度では対応することが難しく、新たに

事業・制度化が求められる状況 
１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

６．地域の多様な関係者による会議体の形成・運営が求め

られる状況 
１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

７．横断的な対応（「縦割り」ではない対応）をするため、

様々な分野の事業や機関の調整機能が求められる 
１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 
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問15．令和２年６月、国会で改正社会福祉法案を採決する際、参議院の付帯決議で、『重層的支援体制整備事業

を実施するに当たっては、社会福祉士や精神保健福祉士が活用されるよう努めること』と決議されていま

す。この付帯決議に対して、あなたの市区町村では何か対応されていますか。あてはまるものに○をつけて

ください。（複数回答可）  

項目 対応している 対応していない 

１．自治体所属のソーシャルワーカーを配置転換して採用する １ ２ 

２．自治体所属の社会福祉主事を配置転換して採用する １ ２ 

３．新規の正職員（臨時雇用正職員含む）のソーシャルワーカーを採用する １ ２ 

４．新規の非常勤職員（嘱託職員含む）のソーシャルワーカーを採用する １ ２ 

５．特にソーシャルワーカーの採用は考えていない １ ２ 

６．その他（                           ） １ ２ 

 

問16．来年度（令和３年度）から実施される予定の「重層的支援体制整備事業」のモデル事業の実施の意向をお答

え下さい。 

 １．実施する予定である  ２．実施の予定はない  ３．現時点ではわからない 

 

問17．仮に、来年度（令和３年度）から重層的支援体制整備事業を実施することになった場合に、あなたの市区町

村では、「地域共生社会」の実現に向けた包括的支援体制の整備のための実施体制構築における支援拠点はど

のようなものを想定していますか。あてはまるものに○をつけてください。 

事業・拠点のタイプ 箇所数  

１．基本型事業・拠点 箇所  

２．統合型事業・拠点 箇所 統合分野：（            ） 

３．地域型事業・拠点 箇所  

４．その他 箇所  

 

問18. 仮に、来年度（令和３年度）から重層的支援体制整備事業を実施することになった場合に、あなたの市区町

村では、「地域共生社会」の実現に向けた包括的支援体制の整備のための実施体制構築における支援拠点の運

営形態はどのようなものを想定していますか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

１．市区町村直営 

２．外部委託（委託先→  イ．社会福祉協議会  ロ．社会福祉法人（社会福祉協議会以外）  ハ．医療法人  二.NPO法人) 

３．その他（                                        ） 

 

問19．社会福祉士・精神保健福祉士に関する認識や行政における採用等に関して、ご感想、ご意見、ご提案など

何でも結構ですから自由にご記入ください。 

 

 

ご協力ありがとうございました 

同封の返信用封筒にて、１月３１日（日）までにご投函ください。 
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「新たな社会福祉士養成カリキュラムにおける 

教員研修のあり方に関する調査研究事業」 
 

厚生労働省令和二年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 

社会福祉推進事業 
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